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地球上には様々な自然の中に、それぞれの

環境に適応して進化した多様な生きものが存

在し、相互につながり、支え合って生きてい

ます。現代の私たちの生活もこうした生物多

様性がもたらす恵み（生態系サービス）の上

に成り立っていますが、2020年 9 月 15日に
国連の生物多様性条約事務局（カナダ・モン

トリオール）が公表した報告書「地球規模生

物多様性概況第 5版」（以下「GBO5」という。）
において、大部分の愛知目標についてかなり

の進捗が見られたものの、20の個別目標で完
全に達成できたものはなかったという厳しい

評価がなされました。

愛知目標の達成状況

愛知目標とは、2010年に愛知県名古屋市で
開催された生物多様性条約第 10回締約国会
議（COP10）で各国が合意した、20項目から
なる生物多様性を守るための具体的な行動目

標です。GBO5は、2018年末までに各締約国
から提出された自国の国別報告書や生物多様

性及び生態系サービスに関する政府間科学政

策プラットフォーム（IPBES）による地球規
模評価報告書（2019）を含む多様な情報に基
づき、「愛知目標」の達成状況を条約事務局

が評価・分析したものです。

GBO5により示された世界規模の評価では、
20の個別目標のうち 6項目が「部分的に目標
を達成」、14項目が「目標が未達成」と評価
されています。

GBO5では、各国が愛知目標を達成できな
かった主な要因として、愛知目標と各国の目標

の内容で整合性がとれていないものが多かった

ことや、各国の目標設定が必ずしも愛知目標の

レベルと比較しても十分でなかったことなどを

挙げています。特に、愛知目標と国別目標との

整合性は 23％とされており、自国内で愛知目
標に取り組むコミットメントの野心度やコミッ

トメントに達するための行動の双方にギャップ

があることが示されています。

なお、我が国が 2018 年の国別報告書にお
いて「目標を達成及び達成見込み」と評価し

た目標は 5 項目ですが、「目標に向けて進捗
しているが不十分」と評価した大部分の目標

においても、例えば、トキ・コウノトリの野

生復帰や、サンゴ礁・藻場・干潟等における

各種指定区域の面積の拡大などの取組は進ん

でおり、愛知目標の達成に向けて着実に進捗

したと考えられます。また、我が国の最終的

な達成状況については、保護区に関する愛知

目標 11 など新たに達成できる見込みの目標
もあり、2020年中に公表する予定です。

生物多様性の損失がもたらすもの

2019 年 5 月に公表された IPBES の「地球
規模評価報告書」においては、『「生物の多様

性と、生態系が人類にもたらす機能やサービ

スは世界中で劣化」しており、さらに「その

劣化の進行は加速し続け」ているという事実

と、「このままでは私たちの暮らしは持続し得

ない」という深刻なシナリオ、そして「経済、

社会、技術といったすべての分野に渡る社会

変革を緊急に、そして協調して起こすことが

できるならば、持続可能な社会を形成するこ

とができるかもしれない」という可能性』など、

重要なメッセージを私たちに伝えています。

我が国においても、かつての高度経済成長

期の開発や、近年の高齢化や人口減少による
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生物界の危機

里地里山における管理不足、外来種の侵入な

どにより生物多様性が失われてきました。気

候変動の影響などにより、今後さらに生物多

様性の損失が進むことが危惧されます。この

まま生物多様性の損失が進めば、生物の生息

の場だけでなく、地域での人と自然との関わ

りの中で育まれてきた日本の伝統的な文化や

慣習（和食や花見、祭りなど）などの私たち

の大切な価値観を形成してきたこうした基盤

を維持することも難しくなります。また、食

材の価格高騰や感染症の蔓延など、実生活に

係る問題が生じる可能性も否定できません。

生物多様性は人類の生存を支え、様々な恵み

をもたらすものです。日本だけで生物多様性

を保全しても十分ではなく世界全体で取り組

むべき課題であり、私たち一人ひとりが自分

事としても捉えるべき問題です。

自然共生社会の実現に向けて

愛知目標では、2050年までに「自然と共生
する世界」を実現することを目指すというビ

ジョンを設定しており、2020年を最終年とし
た 20の個別目標に替わる次の国際的な目標
（ポスト 2020生物多様性枠組）は、2021年に
中国で開催される生物多様性条約第 15回締約
国会議（COP15）で採択される予定です。

IPBESからの重要なメッセージや GBO5の
愛知目標が未達成だったという反省を踏まえ、

どのような後継目標が設定されるか注目されて

います。GBO5では「明確で簡素な文言と定量
的な要素を用いて適切に設計されたゴールと

ターゲットが必要」と指摘していることから、

分かりやすい目標が求められています。目指す

目標が分かりやすければ、目標の達成に向けた

機運が高まり、個人、地域、企業、国家などといっ

た様々なレベルで生物多様性の保全の取組が進

んでいくことが期待されます。したがって、人

類が生物多様性から計り知れない恩恵を受けて

いることを改めて認識し、愛知目標の「未達成」

という厳しい評価をしっかりと受け止め、自然

との共生社会を実現させるためにも、生物多様

性への取組が更に発展・継続するよう、次期目

標である「ポスト 2020生物多様性枠組」を分
かりやすい内容と構造にする必要があります。

新たな枠組みに向けての議論では、日本は

COP10議長国として「愛知目標」を取りまと
めた経験を活かし、自然共生社会の実現を目指

す「SATOYAMAイニシアティブ」の更なる展開、
ポストコロナにおいて求められる分散型社会へ

の移行、ビジネス分野の巻き込みに向けた数値

目標の設定、気候変動・防災との連携、非意図

的に侵入する外来種対策といった視点からも、

積極的に発信することが重要です。このうち

「SATOYAMAイニシアティブ」は、原生的な自
然環境の保護だけを目指すのではなく、人と自

然が一体となり共生してきた日本の里地・里山

のような地域の自然環境を保全し、生物多様性

の保全とその持続可能な利用の両方を目指すと

いう考え方であり、我が国が国連大学と共同で

提唱してきたものです。本イニシアティブの考

え方が各国の取組に活かされ、さらに COP15
を契機に自然環境だけでなく社会や経済をより

持続可能なものにリデザインし、分散型社会の

構築にも貢献できる幅広い取組に発展させてい

くことが期待されます。

なお、本稿は個人の見解をまとめたもので

あり、所属組織の見解を示すものではないこ

とを申し添えます。

愛知目標と達成状況：

    部分的に達成した目標…6 個 (9,11,16,17,19,20)

    未達成の目標…14 個 ( 囲み部分 )
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